
那覇広域都市計画事業浦添市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則 

平成４年５月27日 

規則第21号 

注 令和２年７月から改正経過を注記した。 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那覇広域都市計画事業浦添市土地区画整理事業施行条例（平成

３年条例第32号。以下「条例」という。）第31条の規定により、浦添市（以下「施

行者」という。）が施行する土地区画整理事業の保留地処分に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（保留地の処分価格） 

第２条 条例第７条に定める処分価格は、一般公開抽選及び指名抽選（以下「抽選」

という。）並びに随意契約による場合は、評価員の意見を聞いて施行者が定めるも

のとする。 

２ 前項の処分価格は、一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）

による場合は、予定価格とする。 

第２章 抽選 

（抽選の参加資格） 

第３条 抽選参加申込みは、１世帯又は１法人につき１画地とし、次の各号のいずれ

かに該当する者は、抽選に参加することができない。 

(1) 未成年者及び破産者で復権を得てない者 

(2) 抽選の公告の日において、本市内に居住する期間が３月未満の者。ただし、当

該土地区画整理事業に係る権利者を除く。 

(3) 過去10年間に保留地を買い受けた者 

(4) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者 

２ 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選参加申込

みの制限をすることができる。 

（抽選の公告） 

第４条 保留地を一般公開抽選により処分するときは、抽選の日の14日前までに、次

の各号に掲げる事項を公告しなければならない。また、指名抽選により処分すると

きは、当該事項を指名を受けた者に文書で通知するものとする。 

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格 

(2) 抽選に参加する者に必要な資格 



(3) 抽選参加申込みの受付期間及び場所 

(4) 抽選の日時及び場所 

(5) その他抽選に必要な事項 

（抽選参加申込み） 

第５条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書（様式第１号）により指定の

日時までに必要な書類を添えて、施行者に申し込まなければならない。 

２ 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、審査のうえ、適当と認めた

者に対し、抽選指定書（様式第２号）を交付する。 

（抽選参加者） 

第６条 抽選は、前条第２項の規定により抽選指定書の交付を受けた者（以下「抽選

参加者」という。）について行う。 

（抽選の方法） 

第７条 抽選は、抽選参加者のうちから選定された３人以内の抽選立会人の立会いの

うえ、公開で行う。 

（抽選の中止等） 

第８条 施行者は、災害その他特別の事情により、抽選を執行することが困難である

と認めたときは、当該抽選を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場

合において、抽選参加者が損失を受けても施行者は補償の責を負わない。 

（当選者） 

第９条 施行者は、第７条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。 

２ 当選者は、抽選の日から14日以内に施行者が定める必要な書類を提出しなければ

ならない。 

（補欠者） 

第10条 施行者は、前条第１項の当選者のほか、補欠者１名を選出し、当選者が契約

を締結しないとき又は当選者に不正があったときは、補欠者をもってこれに充てる。 

第３章 競争入札 

（競争入札参加者の資格） 

第11条 競争入札参加申込みは、１世帯又は１法人につき１画地とし、次の各号のい

ずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。 

(1) 未成年者及び破産者で復権を得てない者 

(2) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者 

(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者、公正な価格の成立を害した者、

又は不正の利益を得るため談合した者 



２ 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、競争入札参加

申込みの制限をすることができる。 

（一般競争入札の公告） 

第12条 施行者は、一般競争入札の方法により保留地を処分するときは、入札期日の

14日前までに次の各号に掲げる事項を公告するものとする。 

(1) 保留地の位置及び地積 

(2) 入札に参加する者に必要な資格 

(3) 入札参加申込みの受付期間及び場所 

(4) 入札及び開札の日時及び場所 

(5) 入札保証金に関する事項 

(6) その他入札に必要な事項 

（指名競争入札の通知） 

第13条 施行者は、指名競争入札の方法により保留地を処分するときは、あらかじめ

当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する

者に通知するものとする。 

（入札参加申込み） 

第14条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書（様式第３号）に必要な

書類を添えて、指定の日時までに施行者に申し込まなければならない。 

２ 施行者は、前項の規定による申込みがあった場合は、審査のうえ、適当と認めた

者に対し、入札指定書（様式第４号）を交付する。 

（入札者） 

第15条 入札は、前条第２項の規定により入札指定書の交付を受けた者（以下「入札

者」という。）について行う。 

（入札保証金） 

第16条 入札者は、入札の開始前までに入札保証金として10万円を納付しなければな

らない。 

２ 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振り出し、又は

支払い保証をした小切手の提出をもって代えることができる。 

３ 入札保証金には、利子を付さない。 

（入札保証金の帰属） 

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金は、施行者に帰属するも

のとする。 

(1) 第23条第５号の規定により入札が無効とされたとき。 



(2) 第25条又は第28条第２項の規定により落札者の決定又は契約の決定が取り消

されたとき。 

２ 前項第２号に該当する場合において、施行者がやむを得ない事情があると認めた

ときは、前項の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を還付するものとする。 

（入札保証金の還付又は充当） 

第18条 入札保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、落札者が決

定した後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約を締結した後還付する。 

２ 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 

（入札会場への立入禁止） 

第19条 入札関係者（入札事務担当職員及び入札者又はその代理人をいう。）以外の

者は、入札執行中の会場へ立ち入ることができない。 

２ 入札者又はその代理人は、入札執行について入札事務担当職員の指示に従わなけ

ればならない。 

（入札の方法） 

第20条 入札者又はその代理人は、入札書（様式第５号）に必要な事項を記入し、記

名押印のうえ、入札しなければならない。 

２ 代理人が入札するときは、入札前に委任状を入札事務担当職員に提出し、許可を

得なければならない。 

３ 入札箱に投函した入札書は、これを書換え、引換え、又は撤回することができな

い。 

（入札の中止等） 

第21条 第８条の規定は、抽選を入札に読み替えて準用する。 

（開札） 

第22条 開札は、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人の面前で行う。 

（入札の無効） 

第23条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示若しくは記名押印のないもの又は不明確な

もの 

(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの 

(3) 所定の入札書を用いてないもの 

(4) 入札者又はその代理人が、同一物件について２通以上の入札書を入札箱に投函

したとき。 

(5) 談合その他不正行為があったと認められるとき。 



（落札者の決定） 

第24条 入札者のうち、予定価格を超え、最高価格で入札した者を落札した者（以下

「落札者」という。）とする。 

２ 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。 

３ 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は、当該入札

に係る権利を放棄したものとする。 

（落札者決定の取消し） 

第25条 施行者は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札

者の決定を取り消すものとする。 

第４章 随意契約 

（随意契約） 

第26条 施行者は、随意契約により保留地を処分するときは、あらかじめ買い受けよ

うとする者に、施行者が定める必要な書類を添えて保留地買受申込書（様式第６号）

を提出させるものとする。 

２ 未成年者及び破産者で復権を得てない者は、随意契約により保留地を買い受ける

ことができない。 

第５章 契約の締結 

（当選者等の決定通知） 

第27条 施行者は、抽選及び入札により当選者及び落札者を決定したとき又は随意契

約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書（様式第７号）によ

り当選者、落札者及び随意契約の相手方に通知するものとする。 

（契約の締結） 

第28条 前条の規定による通知を受けた者（以下「契約の相手方」という。）は、当

該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書（様式第８号）により契約の締

結をしなければならない。 

２ 契約の相手方が前項の期間内に契約を締結しないときは、施行者は、契約の相手

方とする旨の決定を取り消すことができる。 

（契約保証金の納付） 

第29条 前条第１項の規定により契約を締結する者は、契約保証金として契約金額の

100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、契約時に契約代金を全額

納付するとき、国又は地方公共団体その他公共団体が買受者であるときは、契約保

証金を免除することができる。 



２ 契約保証金の納付又は利子については、第16条第２項又は同条第３項の規定を準

用する。 

（契約保証金の帰属） 

第30条 施行者と契約を締結した者（以下「契約者」という。）が、契約代金完納前

において、第36条第１項の規定により契約を解除されたときは、契約保証金は施行

者に帰属するものとし、契約代金完納後において、同条同項の規定により解除され

たときは、契約代金の100分の10に相当する額は、違約金として施行者に帰属するも

のとする。ただし、施行者がやむを得ない事情があると認めたときは、契約保証金

の全部又は一部を還付するものとする。 

（契約保証金の還付又は充当） 

第31条 契約保証金は前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約代金完納

後還付する。 

２ 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。 

第６章 契約の履行 

（契約代金の納付） 

第32条 契約者は、契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行者が特にやむを得ない事情があると認めたときは、

契約代金の２分の１以内の金額を60日の範囲内で納付期限を延長することができる。

この場合において、前項の納付期限の翌日から納付の日まで年3.65パーセントの割

合で計算した金額を利子として徴収する。 

（損害金の徴収） 

第33条 施行者は、契約者が契約代金を納付期限までに納付しないときは、書面によ

り期限を指定して督促する。この場合において、納付期限の翌日から納付の日まで

年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額の損害金を徴収することができる。 

（保留地の使用） 

第34条 契約者は、契約代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用すること

ができない。ただし、施行者が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この

限りでない。 

（所有権移転の登記） 

第35条 保留地の所有権移転登記は、土地区画整理法（昭和29年法律第119号。以下「法」

という。）第107条第２項の規定による換地処分に伴う登記完了後において遅滞なく

行うものとする。 



２ 前項の登記に要する費用は、契約者の負担とする。 

第７章 契約の解除 

（契約の解除） 

第36条 施行者は、契約者が、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除す

ることができる。 

(1) この規則又は契約条項に違反したとき。 

(2) 契約者が第33条の規定により指定された期限までに契約代金を納付しないと

き。 

(3) 契約者から契約解除の申し出があったとき。 

２ 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知する。 

３ 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用

で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。 

４ 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。

ただし、第31条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされたときは、そ

の相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。 

５ 前項の還付金には、利子を付さない。 

第８章 雑則 

（権利移転の禁止） 

第37条 契約者は、法第107条第２項の規定による登記が完了する日までの間は、当該

保留地に係る権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、施行者が特別の理由が

あると認めたときは、この限りでない。 

２ 契約者は、前項ただし書きの規定により保留地の全部又は一部の権利を譲渡しよ

うとするときは、保留地権利譲渡承認申請書（様式第９号）を提出し、その承認を

得なければならない。 

（住所等変更の届出） 

第38条 契約者（契約者が死亡したときは、相続人）は、前条第１項による登記が完

了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速

やかに施行者に住所等変更届（様式第10号）を提出しなければならない。 

(1) 死亡（法人にあっては、解散又は合併）したとき。 

(2) 氏名（法人にあっては、名称）、住所（法人にあっては、主たる事務所の所在

地）を変更したとき。 

（補則） 

第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、施行者が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、那覇広域都市計画事業浦添南第一土地区画整理事業の事業計画決定

の公告の日から施行する。 

（廃止規則） 

２ 那覇広域都市計画事業（浦添市）土地区画整理事業の保留地処分に関する規則（昭

和58年規則第25号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行前に旧那覇広域都市計画事業（浦添市）土地区画整理事業の保留

地処分に関する規則の規定によりなされた保留地の処分契約については、この規則

により契約したものとみなす。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 


